
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人による見直し（一次評価）

■見直し作業の流れ 

市による見直し（二次評価） 

H22 

H21 

H23 

見直し方針の決定 

見直しの実行（第一段階） 

総合計画 
後期基本計画実行 

H24 

H25 

再検証 

見直しの実行（第二段階） 

公益法人制度改革 
移行期限(H25.11.30) 

市民ワーキング 
(産業振興・人づくり)

（三次評価） 

進化まちづくり
委員会(山田委員会) 
（三次評価） 

■地域総合力の実現  
■市出資法人の公共性・効率性等の検証  
■市内関係機関・団体とのパートナーシップの構築  
■スリムで横断的に「総合力」が発揮できる市の組織の見直し  
■公益法人制度改革への対応 

■地域総合力実現のための役割の見直し  
■市民や利用者のニーズに合ったサービスの見直し  
■新たな雇用の場の創出  

■地域財政の透明化と市民福祉の維持・向上  
■第三セクター、公益法人等の役割への理解  
■地域の元気再生と経済の活性化による景気浮揚  


